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令和２年（２０２０年）８月２７日 

 

 井戸水を利用している皆様へ（お知らせ） 
 

 

                         稲    敷    市 

                         茨城県竜ケ崎保健所 

 

 

 稲敷市江戸崎地内（圏央道周辺）の井戸水において，令和２年６月に水道水

質基準値（0.04 mg/L以下）を上回る「亜硝酸態窒素」が検出（0.074mg/L）さ

れたことから，当該井戸から概ね半径 500 mの範囲内にある井戸を数ヵ所抽出

し，調査を行う予定でおります。 

 

井戸水を飲用に使用されている方は，念のため下記のとおりご注意くださる

ようお願いいたします。 

 

 

               記 

  

 

  １ 亜硝酸態窒素とは 

 肥料や家畜ふん尿等に由来するもので，土壌や水，植物中のあらゆる場所

に存在しています。 

特に胃酸分泌の少ない乳児が多量に摂取した場合，チアノーゼ（メトヘモ

グロビン血症）を引き起こす可能性がありますので，飲用しないようにして

ください。 

 

      

  ２ 井戸水を飲用として使用されている場合 

 安心・安全な飲料水の確保のため，上水道に加入している方は水道水をお

飲みいただくか，ボトルウォーター等をご利用ください。 

 また，上水道の管が近くまで敷設されていて，接続されていない方は，上

水道への加入をお勧めします。 

 なお，各ご家庭の井戸は，井戸の設置者が自己の責任において管理してい

ただくものですので，年に１回の頻度で，大腸菌など１３項目の水質検査を

行い，安全性を確認したうえで飲用してください。  

 

                                            【裏面へ続く】 

 

回覧 



 

 

 

 【飲用井戸水の自主検査について】 

 井戸水の水質検査については，茨城県竜ケ崎保健所衛生課にご相談ください。 

 

＜参考＞ 

 竜ケ崎保健所内にある竜ケ崎食品衛生協会では，(一財)茨城県薬剤師会検査

センターが実施する水質検査の受付を行っています。 

 水質検査には，検査専用の容器が必要になります。専用容器以外で採水した

水は正しい検査ができないため，受付できません。事前に下記の受付場所まで

容器を取りに来てください。 

 また，専用容器は数に限りがあるため事前に在庫の確認をお願いします。 

 

○検査費用 

  ・１３項目検査（理化学及び細菌検査）：8,250円 

   【検査項目】 

①一般細菌 ②大腸菌 ③亜硝酸態窒素 ④硝酸態窒素及び亜硝酸態窒

素 ⑤鉄及びその化合物 ⑥塩化物イオン ⑦カルシウム，マグネシウ

ム等（硬度） ⑧有機物（全有機炭素の量） ⑨ｐＨ値 ⑩味 ⑪臭気 

⑫色度 ⑬濁度 

 

○受付及び提出場所と時間 

   ・竜ケ崎食品衛生協会：毎週月曜日（休日を除く) 

     （0297-62-8747）  午前９時から午前１１時まで 

 ※検査センターでも受付を行っています。 

    (一財)茨城県薬剤師会 検査センター：月～金曜日（休日を除く） 

                        午前９時から午後５時まで 

  【場所：水戸市笠原町 978-47  TEL：029-306-9086】 

    検査結果は，検体の提出日から１０日程度でご自宅に郵送されます。 

 

 

 

お問い合わせ先 

 ○井戸水調査について 

   稲敷市役所 環境課 電話 029-892-2000（内線 2319） 

茨城県竜ケ崎保健所 衛生課 電話 0297-62-2163（直通） 

 ○水質検査及び地下水の飲用について 

   茨城県竜ケ崎保健所 衛生課 電話 0297-62-2163（直通） 

○水道加入について 

   稲敷市役所 水道課 電話 029-892-4255（直通） 


